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(57)【要約】
【課題】　冷却手段によって記録材を冷却しつつ、超微
粒子が機外へ放出されることを抑制することが難しかっ
た。
【解決手段】　装置本体内１００から積載部１４に記録
材を排出するための排出ローラ対５１と、冷却手段と、
を有し、冷却手段は、記録材の搬送方向と交差する方向
から記録材に送風するための送風口３７Ｒ、３７Ｌを、
排出ローラ対５１のニップ部の位置よりも上側で、且つ
排出ローラ対５１のニップ部の接線の延長線よりも下側
で形成される領域に配置されることを特徴とする。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　定着手段によって記録材のトナー像を加熱及び加圧し、トナー像が定着された記録材を
積載部に排出する画像形成装置において、
　装置本体内から前記積載部に記録材を排出するための排出ローラ対と、記録材の搬送方
向において前記定着手段から前記排出ローラ対の間で記録材に対して送風をせず前記排出
ローラ対によって前記積載部に排出される記録材に対して送風することによって記録材を
冷却する冷却手段と、を有し、前記冷却手段は、記録材の搬送方向と交差する方向から記
録材に送風するための送風口を、前記排出ローラ対のニップ部の位置よりも上側で、且つ
前記排出ローラ対のニップ部の接線の延長線よりも下側で形成される領域に配置されるこ
とを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記排出ローラ対による記録材の排出方向は、水平方向よりも上方であることを特徴と
する請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記冷却手段によって記録材表面に沿うように冷却することを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記送風口は、記録材の排出方向において、前記排出ローラ対の下流側であって、前記
積載部に積載された記録材の先端よりも上流側に位置することを特徴とする請求項１から
請求項３のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記送風口として、記録材の排出方向と直交する幅方向における一方側に設けられた第
１の送風部と、記録材の排出方向と直交する幅方向における他方側に設けられた第２の送
風部と、を有することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の画像形
成装置。
【請求項６】
　記録材の排出方向において、前記第１の送風部と前記第２の送風部は異なる位置に配置
されることを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記第１の送風部の送風方向の中心線と、前記第２の送風部の送風方向の中心線が交差
しないことを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記送風口から送風される方向は、前記排出ローラ対に向かっていないことを特徴とす
る請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記送風口に対向する側に、前記送風口から送風された風を吸引するための吸気口を有
することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式で画像形成を行う複写機、プリンタ、ファクシミリ装置、及び
複合機等の画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子写真プロセスを利用して、記録材に形成されたトナー像は、定着手段によっ
て熱定着処理が行われている。定着後の記録材は、搬送装置によって積載トレイに排出さ
れる。近年の印刷速度の高速化もあり、定着後の記録材は、高い温度のまま積載トレイ上
に積まれることになる。この状態に加え、連続的な印刷が行われた場合、積載トレイ上の
記録材は冷却する間もなく、次々に積層されることで、記録材上のトナーは再融解する。
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再融解したトナーは、重なりあう記録材やトナー像と貼り付きを起こす。貼りついたシー
ト同士をはがすことで、同時にトナー像がはがれ、画像の欠損という問題が発生する。ま
た近年の省電力製品のユーザニーズを受け、トナーの融点はさがる傾向があり、積載トレ
イ上の記録材が再融解する傾向も強まっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、定着装置の下流側に設けられた排出ローラの近傍を冷却ファ
ンにより冷却し、排紙装置の装着の有無に応じて冷却ファンからのエアの流れを変更する
ことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－７７５６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、記録材上のトナーが定着手段によって熱定着処理を受ける際に、微量な
がらもトナーに含有されるワックスが気化し、超微粒子（Ｕｌｔｒａ　Ｆｉｎｅ　Ｐａｒ
ｔｉｃｌｅ）となって、画像形成装置外へ放出されてしまうことがある。特に、特許文献
１のように、記録材を冷却する冷却手段として冷却ファンを用いた場合において、冷却風
による気流の影響で超微粒子の機外への排出を促進してしまう可能性がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、冷却手段によって記録材を冷却しつつ、超微粒子が機外へ放出され
ることを抑制する画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するための本発明に係る画像形成装置の代表的な構成は、定着手段によ
って記録材のトナー像を加熱及び加圧し、トナー像が定着された記録材を積載部に排出す
る画像形成装置において、装置本体内から前記積載部に記録材を排出するための排出ロー
ラ対と、記録材の搬送方向において前記定着手段から前記排出ローラ対の間で記録材に対
して送風をせず前記排出ローラ対によって前記積載部に排出される記録材に対して送風す
ることによって記録材を冷却する冷却手段と、を有し、前記冷却手段は、記録材の搬送方
向と交差する方向から記録材に送風するための送風口を、前記排出ローラ対のニップ部の
位置よりも上側で、且つ前記排出ローラ対のニップ部の接線の延長線よりも下側で形成さ
れる領域に配置されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、冷却手段によって記録材を冷却しつつ、超微粒子が機外へ放出される
ことを抑制することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る画像形成装置の概略構成図
【図２】実施形態１における加熱定着装置を説明する概略図
【図３】加熱体に対する通電制御を行う回路を表す図
【図４】（ａ）排紙冷却部に関する斜視図、（ｂ）排紙冷却部の構成を画像形成装置の天
面から模式的に表した図
【図５】（ａ）排気口３７Ｒ、Ｌの位置関係を説明する概略斜視図、（ｂ）図５（ａ）を
搬送ローラ対５１の母線方向からみた排気口３７の位置関係を説明する概略断面図
【図６】比較例１の画像形成装置を説明する概略図
【図７】（ａ）定着手段の下流側に軸流ファンを配置しない構成を説明する図、（ｂ）定
着手段の下流側に軸流ファンを配置する構成を説明する図
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【図８】実施形態１と比較例１の粒子径別の個数濃度を比較するグラフ
【図９】実施形態２の冷却手段の構成を説明するために画像形成装置の天面から模式的に
表した図
【図１０】比較例２の冷却手段の構成を説明するために画像形成装置の天面から模式的に
表した図
【図１１】実施形態３の冷却手段を説明する斜視図
【図１２】吸気口を備える冷却手段を説明する斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、
以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置などは
、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。従っ
て、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもので
はない。
【００１１】
　（実施形態１）
　図１は本実施形態に係る画像形成装置の概略構成図である。実施形態１の画像形成装置
１００は、電子写真方式のフルカラーレーザビームプリンターである。画像形成装置１０
０は、画像形成装置１００に通信可能に接続されたパーソナルコンピュータなどの外部機
器から送られてきた信号に従って、電子写真方式により、記録用紙、ＯＨＰシートなどの
記録材に画像を形成することができる。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態の画像形成装置１００は、像担持体として感光ドラム１
を有する。感光ドラム１は、矢印方向（Ｒ）に所定の周速度（プロセススピード）をもっ
て回転駆動される。感光ドラム１は、帯電ローラ２等の帯電手段によって、所定の極性・
電位に一様に帯電処理（一次帯電）される。帯電された後の感光ドラム１は、露光手段で
あるレーザービームスキャナ３によって露光される。露光手段３は、不図示のイメージス
キャナ・コンピュータ等の外部機器から入力する目的の画像情報の時系列電気デジタル画
素信号に対応してオン／オフ変調したレーザー光Ｌを出力し、感光体ドラム１の帯電処理
面を走査露光（照射）する。この走査露光により感光体ドラム１面の露光明部の電荷が除
電されて感光体ドラム１面に目的の画像情報に対応した静電潜像が形成される。
【００１３】
　感光ドラム１に形成された静電現像は、現像手段４によって現像される。現像手段４が
備える現像スリーブ４ａから感光体ドラム１面に現像剤（トナー）が供給されて感光体ド
ラム１面の静電潜像がトナー像として順次に現像される。レーザービームプリンタの場合
、一般的に、静電潜像の露光明部にトナーを付着させて現像する反転現像方式が用いられ
る。
【００１４】
　給紙装置である給紙カセット５に積載された記録材Ｐは、給紙スタート信号に基づいて
給紙ローラ６によって一枚ずつ分離給紙される。その後、記録材Ｐは、レジストローラ７
、シートパス８ａを通って感光体ドラム１と転写部材としての転写ローラ９が形成する当
接ニップ部Ｒ（転写部）に所定のタイミングで搬送される。すなわち、感光体ドラム１上
のトナー像の先端部が転写部位Ｒに到達したとき、記録材Ｐの先端部もちょうど転写部位
Ｒに到達するタイミングとなるようにレジストローラ７で記録材Ｐの搬送が制御される。
【００１５】
　転写部位Ｒに搬送された記録材Ｐはこの転写部位Ｒを挟持搬送され、その間、転写ロー
ラ９には不図示の転写電源から所定に制御された転写電圧（転写バイアス）が印加される
。転写ローラ９にはトナーと逆極性の転写バイアスが印加されることで転写部位Ｒにおい
て感光体ドラム１面側のトナー像が記録材Ｐの表面に静電的に転写される。
【００１６】
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　転写部位Ｒにおいてトナー像の転写を受けた記録材Ｐは感光体ドラム１面から分離され
てシートパス８ｂを通って加熱装置１１へ搬送導入され、トナー像の加熱・加圧定着処理
を受ける。一方、記録材分離後（記録材Ｐに対するトナー像転写後）の感光体ドラム１面
はクリーニング装置１０で転写残トナーや紙粉等の除去を受けて清浄面化され、繰り返し
て作像に供される。加熱装置１１を通った記録材Ｐは、シートパス８ｃ側に進路案内され
て排出開口１３から積載部である排紙トレイ１４上に排出される。
【００１７】
　（加熱定着装置１１の説明）
　次に、本実施形態における定着手段である加熱定着装置１１について説明する。図２は
、本実施形態における加熱定着装置１１を説明する概略図である。フィルムガイド２１は
、フィルム２２をガイドする部材であり、耐熱性・剛性を備えた部材であり、補強部材２
３によって補強されている。加熱体２３は、セラミックヒータ２３であり、フィルム２２
を加熱する。フィルム２２は、無端状の耐熱フィルムであり、加熱体２３を含むフィルム
ガイド部材２１に外嵌させてある。このエンドレスの耐熱性フィルム２２の内周長と加熱
体２３を含むフィルムガイド２１の外周長はフィルム２２の方を例えば３ｍｍ程度大きく
してあり、従ってフィルム２２は周長に余裕を持って外嵌している。
【００１８】
　フィルムガイド２１はポリイミド、ポリアミドイミド、ＰＥＥＫ、ＰＰＳ、液晶ポリマ
ー等の高耐熱性樹脂や、これらの樹脂とセラミックス、金属、ガラス等との複合材料等で
構成できる。本実施形態では液晶ポリマーを用いた。またコの字板金はＳＵＳや鉄などの
金属で構成できる。フィルム２２は熱容量を小さくしてクイックスタート性を向上させる
ために、フィルム膜厚は１００μｍ以下、好ましくは５０μｍ以下２０μｍ以上の耐熱性
のあるフィルムを使用できる。本実施形態では膜厚約５０μｍのポリイミドフィルムの外
周表面にＰＴＦＥをコーティングしたものを用いた。フィルム２２の外径は１８ｍｍとし
た。
【００１９】
　加圧ローラ２４は、加熱体２３との間にフィルム２２を挟んでニップ部Ｎを形成し、か
つフィルム２２を回転駆動させるフィルム外面接触駆動手段である。この加圧ローラ２４
は芯金と弾性体層と最外層の離形層からなり、不図示の軸受け手段・付勢手段により所定
の押圧力をもってフィルム２２を挟ませて加熱体２３の表面に圧接させて配設してある。
【００２０】
　加圧ローラ２４は不図示の駆動系により矢印の方向に所定の周速度で回転駆動される。
この加圧ローラ２４の回転駆動により、ニップ部Ｎにおける該加圧ローラとフィルム外面
との摩擦力でフィルム２２に回転力が作用する。フィルム２２はその内面側がニップ部Ｎ
において加熱体２３の表面に密着して摺動しながらステー２１の外回りを矢印の方向に加
圧ローラ２４の回転周速度とほぼ同じ周速度で従動回転状態になる。
【００２１】
　図３は、加熱体２３に対する通電制御を行う回路を表す図である。加熱体２３は被加熱
材としての記録材Ｐの搬送方向ａに対して直角方向を長手とする細長の基板２７を備える
。さらに、加熱体２３は該基板の表面（フィルム摺動面）側に基板長手に沿って形成具備
させた抵抗発熱体２６、この抵抗発熱体を形成した加熱体表面を保護させた耐熱性オーバ
ーコート層２８を備える。さらに、加熱体２３は、抵抗発熱体２６の長手端部の給電用電
極２９・６０等からなる全体に低熱容量の加熱体である。
【００２２】
　加熱体基板２７は耐熱性・絶縁性を備え、例えば、アルミナや窒化アルミニウム等のセ
ラミックス材料が用いられる。給電用電極２９・６０は銀パラジウムのスクリーン印刷パ
ターンを用いた。２８は、抵抗発熱体２６のオーバーコート層であり、抵抗発熱体２６と
加熱体２３表面との電気的な絶縁性とフィルム２２の摺動性とを確保することが主な目的
である。本実施例では、オーバーコート層２８として厚さ約５０μｍの耐熱性ガラス層を
用いた。
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【００２３】
　図３には加熱体２３の裏面（非フィルム摺動面）も示している。２５は加熱体の温度を
検知するために設けられた検温素子である。検温素子として加熱体２３から分離したサー
ミスタ２５を用いている。このサーミスタ２５は、例えば支持体上に断熱層を設けその上
にチップサーミスタの素子を固定し、素子を下側（加熱体裏面側）に向けて所定の加圧力
により加熱体裏面に当接するような構成をとる。サーミスタ２５は最小通紙域内に設けら
れており、制御部であるＣＰＵ６１に通じている。
【００２４】
　加熱体２３は、オーバーコート層２８を形成具備させた表面側を下向きに露呈させてフ
ィルムガイド２１の下面側に保持させて固定配設してある。以上の構成をとることにより
、加熱体全体を熱ローラ方式に比べて低熱容量にすることができ、クイックスタートが可
能になる。加熱体２３は、抵抗発熱体の長手端部の給電用電極２９・６０に対する給電に
より抵抗発熱体２６が長手全長にわたって発熱することで昇温する。そのサーミスタ２５
で検知され、サーミスタ２５の出力をＡ／Ｄ変換しＣＰＵ６１に取り込み、その情報に基
づいてトライアック６２により抵抗発熱体２６に通電する電力を位相制御あるいは波数制
御等により制御して、加熱体２３の温度制御がなされる。すなわち、サーミスタ２５の検
知温度が所定の設定温度より低いと加熱体２３が昇温するように、設定温度より高いと降
温するように通電を制御することで、加熱体２３は定着時一定温度に保たれる。
【００２５】
　加熱体２３の温度が所定に立ち上がり、かつ加圧ローラ２４の回転によるフィルム２２
の回転周速度が定常化した状態において、フィルム２２を挟んで加熱体２３と加圧ローラ
２４とで形成されるニップ部Ｎに記録材Ｐが搬送される。そして、記録材Ｐがフィルム２
２と一緒に圧接ニップ部Ｎを挟持搬送されることにより加熱体２３の熱がフィルム２２を
介して記録材Ｐに付与され記録材Ｐ上のトナー画像が記録材Ｐ面に加熱定着される。ニッ
プ部Ｎを通った記録材Ｐはフィルム２２の面から分離されて搬送される。
【００２６】
　（排紙冷却部の説明）
　次に、排紙冷却部について説明する。上述のように、定着後の記録材Ｐを高い温度のま
ま排紙トレイ１４に排出すると、場合によっては、記録材Ｐ状のトナーが再融解し、記録
材Ｐ同士を貼りつかせてしまう。貼り付いた記録材Ｐ同士をはがすと、記録材Ｐからトナ
ー像の一部が剥がれ、画像欠損という問題が発生する。そこで、排紙トレイ１４に積載さ
れる記録材Ｐを効率よく冷却する必要がある。本実施形態では、冷却手段として軸流ファ
ン３１を有している。軸流ファン３１から供給された空気によって記録材Ｐは冷却される
。
【００２７】
　図４（ａ）は排紙冷却部に関する斜視図、図４（ｂ）は排紙冷却部の構成を画像形成装
置１００の天面から模式的に表したものである。軸流ファン３１Ｒ、Ｌは、外装カバー３
２に設けられたルーバー３３を通して、装置外から空気を取り入れる。取り入れられた空
気は、装置内に設けられた空気ダクト３４Ｒ、Ｌを通り、空気の排出方向を決定するため
に所望の角度を有した案内ガイド３６Ｒ、Ｌ（案内部材）に送られる。空気ダクト３４は
箱型の形状とすることで空気の漏れを防ぎ効率的に空気を送ることが出来るようにした。
図４（ｂ）で示したように軸流ファンを二つ設けても良いが、装置内を空気ダクトで分岐
させてもよい。そのような構成にすることで、共通の軸流ファンを採用し軸流ファンの数
を減らすことが可能である。
【００２８】
　そして、第１案内部材である案内ガイド３６Ｒと第２案内部材である案内ガイド３６Ｌ
により、排出された冷却風は排紙トレイ１４付近に設けられた送風口である排気口３７Ｒ
（第１の送風部）、排気口３７Ｌ（第２の送風部）より吹き出す構成となっている。排気
口３７Ｒ、Ｌは排紙トレイ１４の記録材の排出方向と直交する幅方向における一方側、他
方側に配置し、冷却風の排出方向は、記録材移動方向に対して交差する方向である。本実
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施形態では、図４（ａ）に示すように、冷却風の排出方向は、記録材移動方向に対して直
交する方向であり矢印で示す方向である。また、排気口両端部から送られる冷却風がお互
いに衝突することにより気流の乱れが起きないように、排気口３７Ｒと排気口３７Ｌを、
記録材の移動方向において約２０ｍｍずらして配置する構成となっている。すなわち、排
気口３７Ｒの送風方向の中心線と、排気口３７Ｌの送風方向の中心線が交差しないように
している。
【００２９】
　（排気口３７Ｒ、Ｌの位置説明）
　図５（ａ）は、排気口３７Ｒ、Ｌの位置関係を説明する概略斜視図である。図５（ｂ）
は、図５（ａ）を搬送ローラ対５１の母線方向からみた排気口３７の位置関係を説明する
概略断面図である。記録材Ｐは、排出ローラ対５１により挟持搬送され、長手幅２３０ｍ
ｍ（Ｌ５）、高さ１５ｍｍ（Ｌ６）の排出開口１３から排紙トレイ１４に搬送される。排
出ローラ対５１に挟持され排紙途中の記録材Ｐは、排出ローラ対５１のニップ接線Ａ（ニ
ップ部の接線の延長線）と、排出ローラ対５１のニップ部の高さである二点鎖線Ｂで囲ま
れた仮想領域である斜線部Ｃを通過する（図５（ｂ）参照、Ｂより上側の領域）。ここで
排出ローラ対５１の記録材排出方向は、ニップ接線Ａの方向であり、装置本体を水平に置
いた場合において、水平方向に対して上方向である。また、排気口３７Ｒ、Ｌは、記録材
の排出方向において、排出ローラ対５１の下流側であって、排紙トレイ１４に積載された
記録材の先端よりも上流側に位置する。
【００３０】
　排気口３７Ｒおよび３７Ｌは、この排出途中の記録材Ｐが通過する斜線部Ｃの領域に配
置することにより、装置本体内で搬送中の記録材ではなく、排出途中の記録材を直接的に
冷却出来る構成となっている。排気口３７Ｒおよび３７Ｌは、幅２０ｍｍ（Ｌ１）、高さ
３ｍｍ（Ｌ２）の吐き出し口から風を吹きだす構成とした。冷却風は、記録材の移動に対
して垂直方向の記録材裁断面に冷却風に当て、幅２０ｍｍ（Ｌ１）、高さ３ｍｍ（Ｌ２）
の吐き出し口から約２ｍ／秒の風を吹きだす構成とした。また、通紙可能最大幅の記録材
を用いた場合の、排気口３７Ｌから記録材の近接側の端部までの距離（Ｌ３）、遠方側の
記録材の端部までの距離（Ｌ４）は２２２ｍｍとなるように配置した。排気口３７Ｒから
も同様の構成である。
【００３１】
　また排気口３７Ｒ、Ｌのそれぞれの位置を、排出開口１３からの距離で、排気口３７Ｒ
を２０ｍｍ、排出口３７Ｌを４０ｍｍとすることにより、排気口３７Ｒおよび３７Ｌから
排出した風が衝突することを避けている。本構成において、排気口の幅２０ｍｍ（Ｌ１）
であることから、排気口３７Ｒ、３７Ｌのズレ量（Ｌ３）を２０ｍｍとした。したがって
、排気口の幅Ｌ１がひろがる場合は、排気口３７Ｒ、３７Ｒのズレ量を大きくすることが
望ましい。
【００３２】
　上記した構成とすることにより、冷却風は記録材Ｐの裁断面より記録材表面に沿うよう
に流れることが可能となり、気流の乱れを起こすことが無く効率的に記録材Ｐを冷却する
ことが可能となる。これにより、連続で画像形成された場合の排紙トレイ１４上の記録材
Ｐ間の貼りつきを改善することが可能となる。
【００３３】
　（ＵＦＰの発生メカニズム）
　次に、トナーワックスから超微粒子（Ｕｌｔｒａ　Ｆｉｎｅ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ以降；
ＵＦＰと表記する）が発生するメカニズムについて説明する。トナー中のワックスは、ト
ナー像が圧接ニップ部Ｎを通過するときの熱と圧力により液化し、トナー内部からトナー
表面へと染み出てくる。このときにワックスの一部は気化し、空気中に放出される。また
ワックスの微量ながら一部は、圧接ニップ部Ｎを通過後もフィルム側に残留してしまい、
フィルム２２から熱を受け続けることで気化する。これら気化したワックスは、周囲の温
度によって液相または固相の微粒子状態になる。発生したＵＦＰは、定着手段１１により
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熱せられた空気によって発生する上昇気流、及び、記録材移動に伴い一定の粘性を持つ近
傍の空気に生じる流れ（クエット流）により排紙開口方向に移動し、その一部は機外へと
排出される場合がある。
【００３４】
　これら浮遊状態のＵＦＰは、浮遊している状態が長いと、凝集しやすく、かつ周辺部材
に吸着されやすくなる。また高濃度で浮遊しているほど凝集は起きやすくなる。そのため
凝集を進行させ個数濃度を減少させるには、なるべく発生源から排出開口１３に至る経路
において、ＵＦＰを高濃度に保ちつつ、ＵＦＰを運ぶ気流速度を遅くすることにより機内
の滞留時間を長くする必要性がある。
【００３５】
　（本実施形態と比較例１との比較）
　本実施形態の効果を説明するにあたり、比較例１の冷却手段の構成を説明する。図６は
、比較例１の画像形成装置を説明する概略図である。図６の画像形成装置は、定着手段１
１から排出開口１３及び搬送ローラ対５１に至る経路に冷却手段としての冷却ファン６０
が設けられ、積載トレイ１４側に冷却手段を設けない構成である。具体的には、図６に示
したように外形寸法が、６０ｍｍ角で厚み２５ｍｍの軸流ファン６０を定着ニップ部Ｎよ
り下流側に配置し、記録材の印字面に対して垂直に冷却風を当てて排紙冷却を行う構成と
なっている。
【００３６】
　この比較例１の構成と、本実施形態の構成において、ＵＦＰの個数濃度と、排紙された
記録材同士の貼りつきに関する比較評価をおこなった。ＵＦＰの評価方法は、３立方メー
トルの密閉されたチャンバー内を浄化された空気で満し、チャンバー内に画像形成装置を
設置し、印字率が５％の画像を５分間連続印刷した直後のチャンバー内のＵＦＰ濃度を測
定した。測定にはナノ粒子粒径分布計測器ＦＭＰＳ３０９１（ＴＳＩ社製）を用いた。記
録材の貼りつきに関しては、貼りつきの具合を官能評価でランク付けし、ランクＡは貼り
つきなし、ランクＢを貼りつき軽微、ランクＣを貼りつきＮＧレベルと定義した。尚、画
像形成装置としてプロセススピードが約１５０ｍｍ／秒、２７ｐｐｍのＬＢＰを用いた。
【００３７】
　表１に、本実施形態と比較例１とのＵＦＰの個数濃度と、記録材同士の貼りつきに関す
る、比較の結果を示す。ここでＵＦＰ個数濃度の単位は、比較例１の個数濃度を１００％
とした時の割合を％で表した値である。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　表１で示したように、本実施形態の構成では、貼り付きレベルを維持したまま、ＵＦＰ
個数濃度を低減させることが可能である。
【００４０】
　その理由について、説明する。ＵＦＰは、定着フィルムまたは加圧ローラに付着したト
ナーのワックス成分が高温になることにより揮発し、気中に拡散した高沸点の物質が過飽
和状態となることで核生成し、ナノスケールに成長した粒子である。本実施形態において
は、排紙冷却は排出開口１３より下流側で行われているため、ＵＦＰ由来物質が機外に排
出されるまでの気流を直接的に乱さない。また、排紙開口外側で行われる記録材の冷却風
も、記録材表面に沿うように流れるため、排出開口１３から機外に放出されたＵＦＰ及び
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ＵＦＰ由来物質の気流に対しても乱すものは無い。
【００４１】
　ここで、定着手段１１（定着フィルム２２、加圧ローラ２４）から排出したＵＦＰ及び
ＵＦＰ由来物質の流れを速度ベクトル（破線矢印）で模式的に示して説明する。図７（ａ
）は、定着手段１１の下流側に軸流ファンを配置しない構成を説明する図であり、図７（
ｂ）は、定着手段１１の下流側に軸流ファンを配置する構成（比較例１）を説明する図で
ある。図７（ａ）で示すように、ＵＦＰ由来物質は自然対流によりゆっくり、且つ、高濃
度を維持したまま排紙開口へと移動すると考えられる。このため、この移動の過程で過飽
和により粒子化したＵＦＰ由来物質は、粒子間の衝突による凝集、及び、粒子の装置内へ
の吸着の機会が増え、装置外へ放出されるＵＦＰの個数濃度は減少すると考えられる。
【００４２】
　一方で、比較例１の構成においては、装置外から取り込んだ冷却風（図７（ｂ）中の実
線矢印）を用い、定着手段１１付近の記録材に吹き付ける構成となっている。このため、
図７（ｂ）の破線矢印に示すように、記録材に当たり反射した冷却風は乱流化し一部は定
着ニップ方向に向かう気流Ｘとなる。この気流によって、定着手段（定着フィルム２２、
加圧ローラ２４）から発生したＵＦＰ由来物質は拡散し空間濃度は低下する。
【００４３】
　このため、粒子の凝集が抑制され個数濃度が高い状態で機外にＵＦＰが排出される可能
性が高くなる。また、装置外から取り込んだ冷却風の影響で機内の内圧が高まる事により
、ＵＦＰ及びＵＦＰ由来物質の排紙開口への移動速度が速くなると考えられる。これによ
り、短時間でＵＦＰ及びＵＦＰ由来物質が装置外に排出され、ＵＦＰが凝集及び周辺部材
への吸着も抑制されるためにＵＦＰが機外に排出される可能性が高くなる。
【００４４】
　図８は、本実施形態と比較例１の粒子径別の個数濃度を比較するグラフである。測定に
はナノ粒子粒径分布計測器ＦＭＰＳ３０９１（ＴＳＩ社製）を用いた。図８中の横軸は、
測定された粒子の粒子径（ｎｍ）、縦軸には各粒子径における粒子の個数濃度を表す。図
８からわかるように、比較例１においては粒径も小さく５０ｎｍを中心に分布しているの
にたいして、本実施形態１においては大粒径側に中心粒径はシフトし、個数濃度も減少し
ていることがわかる。
【００４５】
　以上説明した通り、本実施形態では、定着手段１１から排出ローラ対５１へ搬送される
記録材に対して冷却を行うための送風を行わず、記録材の冷却は排出開口１３外側で行わ
れている。そのため、ＵＦＰ由来物質が機外に排出されるまでの気流を直接的に乱さない
。また、排紙開口外側で行われる記録材の冷却風も、記録材表面に沿うように流れるため
、ＵＦＰ及びＵＦＰ由来物質の気流に対しても乱すものは無い。よって、本実施形態では
、必要な排紙冷却を行い記録材同士の貼り付きを防止しつつ、装置外へ放出されるＵＦＰ
の個数濃度は減少することが可能となる。
【００４６】
　（実施形態２）
　実施形態１では、排気口３７Ｒ、Ｌから排出された風は、記録材Ｐの搬送方向と略直交
する方向に送風する構成を説明した。これに対して、本実施形態では、排気口３７Ｒ、Ｌ
から排出される風が、排出開口１３に直接向かわない点が相違する。尚、なお、その他の
構成については実施形態１の画像形成装置と同様であるので、同様の部分については同様
の符号を付して説明する。
【００４７】
　図９（ａ）、（ｂ）は、実施形態２の冷却手段の構成を説明するために画像形成装置１
００の天面から模式的に表したものである。尚、排気口３６Ｒ側も同様の構成であるが、
説明は省略する。図９に示したように、実施形態２の冷却手段は、冷却風が所望の角度で
排出されるように案内ガイド３６Ｌが、記録材が移動方向と直交する線（図９中の２点鎖
線Ｙ）に対して、各々が所定の角度（θ）で配置されている。図９（ａ）で示す冷却手段
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の案内ガイド３６Ｌは、θが－３０°になるように配置されている。実施形態１と同様に
幅２０ｍｍ（Ｌ１）、高さ３ｍｍ（Ｌ２）とし、約２ｍ／秒のエアを吹きだす構成とした
。また、排気口３７Ｌの記録材移動方向の位置、及び高さ方向の位置も実施形態１と同様
の配置とし、排出途中の記録材に対して、記録材端面に冷却風を当て、冷却風が記録材表
面に沿って流れるようにした。この構成により、排気口から送風される風が排出開口１３
から離れる方向に流れるので、実施形態１と同様にＵＦＰ由来物質は、自然対流によりゆ
っくり、且つ、高濃度を維持したまま排紙開口１３へと移動する。このため、この過程に
おいて過飽和により粒子化したＵＦＰ由来物質は、粒子間の衝突による凝集、及び、粒子
の装置内への吸着の機会が増え、装置外へ放出されるＵＦＰの個数濃度は減少すると考え
られる。また、図９（ｂ）で示すように排出開口１３の外側で記録材の冷却を行う構成に
することで案内部材の延長方向を排出開口１３の外側にする構成（θが３０°）でも、同
様な効果を得ることが可能である。
【００４８】
　図１０は、比較例２の冷却手段の構成を説明するために画像形成装置１００の天面から
模式的に表したものである。比較例２の冷却手段はθが４０°となっており、案内ガイド
延長線方向に吹き出した冷却風は、排出開口１３の内側に向いているために、装置内に直
接入り込む構成になっている。比較例２の構成においては、排紙冷却は、排紙開口外側で
行われているものの、案内部材の延長線が記録材排出開口の内側となっている。このため
、冷却風は排出開口から直接的に装置内側に入り込む気流となる。この気流によって、定
着手段１１（定着フィルム２２、加圧ローラ２４）から発生したＵＦＰ由来物質は拡散し
空間濃度は低下する。このため、粒子の凝集が抑制され個数濃度が高い状態で機外にＵＦ
Ｐが排出される可能性が高くなる。また、装置内の内圧が高くなることに伴い、ＵＦＰ及
びＵＦＰ由来物質の排紙開口への移動速度が速くなり、ＵＦＰの凝集及び周辺部材への吸
着も抑制されるためにＵＦＰが機外に排出される可能性が高くなる。
【００４９】
　以上説明した通り、実施形態２では、排紙冷却は排紙開口の外側で行われ、且つ、冷却
風が排紙開口に入り込まない構成とすることにより、ＵＦＰ由来物質が機外に排出される
までの気流を直接的に乱さない。また、排紙開口外側で行われる記録材の冷却風も、記録
材表面に沿うように流れるため、ＵＦＰ及びＵＦＰ由来物質の気流に対しても乱すものは
無い。よって、実施形態１と同様に、実施形態１の構成によって、必要な排紙冷却を行い
記録材同士の貼り付きを防止しつつ、装置外へ放出されるＵＦＰの個数濃度は減少するこ
とが可能となる。
【００５０】
　（実施形態３）
　実施形態３は、排気口３７Ｒ、Ｌから排出された風の風速を調整することでレイノズル
数を所定の範囲に収めることを特徴とする。尚、なお、その他の構成については実施形態
１の画像形成装置と同様であるので、同様の部分については同様の符号を付して説明する
。
【００５１】
　本発明例を説明するにあたり、必要な排紙冷却に関する構成要素に関して図１１を用い
説明を行う。記録材は、排紙ローラ５１により挟持搬送され、長手幅２３０ｍｍ（Ｌ５）
、高さ１５ｍｍ（Ｌ６）の排出開口１３から排紙トレイ１４に搬送される。冷却風は、記
録材の移動に対して垂直方向の記録材裁断面に冷却風に当て、幅２０ｍｍ（Ｌ１）、高さ
３ｍｍ（Ｌ２）の吐き出し口から後述する風速のエアを吹きだす構成とした。また、通紙
可能最大幅の記録材を用いた場合の、排気口３７から記録材の近接側の端部までの距離（
Ｌ３）は１５ｍｍ、遠方側の端部までの距離（Ｌ４）は２３１ｍｍとなるように配置した
。
【００５２】
　吹き出し口からのエアの風速は、１．５ｍ／秒、２．６ｍ／秒、３．９ｍ／秒、６．０
ｍ／秒となっている。各々の構成において、ＵＦＰの個数濃度と、排紙された記録材同士
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の貼りつきに関する比較評価をおこなった。ＵＦＰの評価方法は、記録材の貼り付きに関
しての評価方法は前述の通りとし、比較例１の個数濃度を１００％とした時の割合を％で
表した値で表す。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　表２の結果から、風速が過剰に大きい場合は、比較例１とＵＦＰの機外への排出に関し
て同等となっており、ＵＦＰ排出の低減されていないことがわかる。
【００５５】
　上記した理由に関して、風速が過剰に大きい場合は、記録材に沿うように冷却風を吹か
せる構成においても、気流が乱流化し、その気流の一部が排紙開口から装置内へと入った
ために発生したと推測している。冷却風の気流の状態はレイノルズ数を用いることにより
、定量的に評価することが出来る。レイノルズ数とは、流れの状態を特徴づける無次元の
量であり、式（１）のように定義される。
【００５６】
【数１】

【００５７】
　Ｒｅ：レイノルズ数（無次元）
　Ｖ：物体の流れに対する相対的な平均速度（ｍ／秒）
　Ｌ：特性長さ（ｍ）
　ν：流体の粘性係数 （ｍ２／秒）
【００５８】
　ここで、Ｖは排気口から排出される冷却風の速度（ｍ／秒）、Ｌは排気口から排気口の
逆側の記録材の端部までの経路長であり、図１１中のＬ４（ｍ）に相当する。νの流体の
粘性係数は、２０℃における空気の粘性係数数である１．５×１０－５ （ｍ２／秒）を
採用した。
【００５９】
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【表３】

【００６０】
　一般に、流れはレイノルズ数が小さいうちは規則的で整然としたものであっても（層流
）、レイノルズ数が大きくなるにつれて、流れは乱れを伴って時間空間的に不規則な流れ
に遷移する（乱流）。表３に示すように、レイノルズ数が９００００を超える構成におい
ては、比較例１に対してのＵＦＰ個数濃度の改善効果は認められなかった。これは、記録
材に沿うように冷却風を流す構成であっても、その流れは乱流状態となり、一部が記録材
排出開口より装置内側に侵入したためと推測している。レイノルズ数が約６００００の場
合においては、ＵＦＰ改善効果が認められることから、冷却風の乱れの度合いが軽微にな
ったと推測される。また、レイノルズ数が約４００００以下（発明例５及び発明例６）で
あれば、安定してＵＦＰ個数濃度の低減が見られる事から、流れはいわゆる層流もしくは
層流に近い状態であると推測される。このことから、ＵＦＰの個数濃度低減および排紙冷
却との両立の観点から、レイノルズ数は６００００以下、より好ましくは、４００００以
下が良い。
【００６１】
　（その他の実施形態）
　以上の実施形態では、排気口３７形状は長方形形状であるが、左右の排気口からの風が
衝突しない様に満足するのであれば、正方形、丸形、三角形など開口形状は問わない。ま
た、積載トレイ１４の両側から送風する構成を説明したが、どちらか一方を吸気口として
もよい。図１２で説明するように、排気口３７Ｒに対向する位置に不図示のファンによっ
て吸引される吸気口３３３を設けてもよい。この構成によれば、排気口３７Ｒから送風さ
れた風を吸気口３３３で吸引することが可能になり、記録材冷却後の気流の乱れをさらに
抑制することが可能となり、ＵＦＰの個数濃度をさらに抑制することが可能となる。
【符号の説明】
【００６２】
　１３　排出開口
　１４　積載トレイ
　３１　軸流ファン
　３６　案内ガイド
　３７　排気口
　５１　搬送ローラ対
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